
※詳しくは、ご加入の健康保険窓口、またはお勤めの事業所にお問い合わ
　せください。

福島県・市町村・国民健康保険組合
福島県国民健康保険団体連合会・全国健康保険協会 福島支部

事業所が就職される方の健康保険の資格取得手続きを行います。

※今までの保険証（又は資格確認書）は、退職後速やかに事業所へ返却してください。

就職される方が国民健康保険からの脱退手続きを行います。

事業所が退職される方の健康保険の資格喪失手続きを行います。

・加入資格が確認できないため、医療費が全額自己
負担となります。

退職される方が国民健康保険への加入手続きを行います。

マイナ保険証でも従来どおり、新たに加入した保険者への異動届等の手続きは必要です。 



資格喪失年月日（和暦）

生年月日（和暦）

生年月日（和暦） 被扶養者として認定または認
定を抹消された年月日（和暦）

記 号・番 号・枝 番

①国民健康保険と新たに加入した健康保険の保険証（又は資格確認書もし
　くは資格情報のお知らせ）
※健康保険の保険証（又は資格確認書もしくは資格情報のお知らせ）が未発行の場合は加入を
　証明するもの（本紙）
②印かん

①健康保険・厚生年金　資格喪失証明書（本紙）
②印かん
※資格取得（喪失）証明書（本紙）は、事業所に記入を依頼してください。

健康保険保険者番号

被
扶
養
者

枝 番

届出の際は、個人番号を確認できるもの（マイナンバーカード ・個人番号通知カード等）と本人確認書類（免許書等の顔写真付き公的機関
証明書）が必要となります。
届出に必要なものは、市町村、国保組合によって異なる場合があります。詳しくは、国民健康保険の担当窓口までご確認ください。


